
平成25年度（対24年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 25 6 3

部局名 健康福祉部 所属名 国保年金課 所属長名 黒澤　清美 電 話 483-1151 内線3150

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 9010 事務事業名称 医療費適正化特別対策事業 短縮コード 経常 臨時 9010

予算区分 会計 10
国民健康保険事業特別会
計

款 01 総務費 04 特別対策事業費 目 01 医療費適正化特別対策事業費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

国民健康保険法

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

診療報酬明細書の点検・柔道整復施術療養費の調査・医療費通知及びジェネリック医薬品普及等により，医療費の適正化を図る。

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

　レセプト点検員による診療報酬明細書の内容点検及び市職員による資格点検等を実施する。
　柔道整復施術療養費について，多部位，長期又は頻度が高い施術患者に対して調査を実施し，適正受診の啓発を行う。
　医療費通知の実施。
　ジェネリック医薬品の啓発に加え，ジェネリック医薬品を使用した場合の調剤差額表示を記載した通知を実施する。

　誤った保険請求の診療報酬明細書（レセプト）。
　ジェネリックに変更可能な薬剤費請求。

　レセプト点検員による診療報酬明細書の内容点検及び市職員による資格点検等を実施した。
　柔道整復施術療養費について，多部位，長期又は頻度が高い施術患者に対して調査を実施し，適正受診の啓発を行う。
　医療費通知の実施。
　ジェネリック医薬品希望カードの配布（被保険者証更新時及び加入手続き時）。

　レセプトの点検・柔道整復施術療養費の調査・医療費通知などによる医療機関等の請求誤りの縮減による医療費の適正化。
　ジェネリック医薬品普及による，薬剤費の削減による医療費の適正化。

入力対象外

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

ねらい（上位施策の
意図）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ６本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

診療報酬明細書（レセプト）のデータ化が進展したことにより、点検業
務は大幅な効率化が進んだが、点検チェックシステムの開発は、進んで
いないので，点検員による点検の効率化は今後進展の余地がある。柔道
整復施術療養費の調査は全国的にも始まったばかりのため，まずは取り
組みを継続することが重要となっている。医療費通知は郵送費がかさむ
ため，回数を増やすことが困難な状況にあるので，保険者判断による重
点的な通知が可能なシステムの開発が望まれる。ジェネリック医薬品に
ついては，国等においても普及促進に向けた取り組みが行われているの
で，今後は順次普及することが見込まれる。

総
合
計
画
の
施
策
体
系

計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 ～ 計 画 事 業 費

２３年度 ２４年度 ２５年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

01

03

01

01

02

777,469 810,000 784,283 810,000

777,469 810,000 784,283 810,000

2,668 2,670 2,073 2,080

枚

枚

円

第１章健康福祉都市をめざして

第３節社会保険

1．国民健康保険

 

(1)財政運営の健全化

 

②医療費（給付）の適正化

 

診療報酬明細書（レセプト）

診療報酬明細書（レセプト）の点検数

被保険者１人あたりの財政効果

※平成25年度に計画していること:

※平成24年度に実際に行ったこと:

千円



２３年度 ２４年度 ２５年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

医療費通知郵送料4,614千円
電子レセプト作成業務手数料
4,824千円

通信運搬費4,736千円
手数料4,642千円

医療費通知郵送料　4,549千円
レセプト作成業務手数料
4,204千円

通信運搬費
5,128千円
手数料4,856千円

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

再任用職員及び臨時的任用職員等
の活用

ＩＴ化等の業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

9,295 1

10,030 703 9,362 10,140

コード 事務事業名称 医療費適正化特別対策事業 所属名 国保年金課

13,948.2 15,698.8 13,589.8 13,966.8

23,978.2 25,696.8 22,951.8 24,107.8

医療費の適正化は，国民健康保険における財政運営の健全化を図るために不可欠な事業である
。

国民健康保険における財政運営の健全化を図るため，医療費の適正化に継続して取り組む必要
がある。

保険者として医療費の適正化に取り組むための事業であることから，民営化は適さない。

上記①のとおり，現行の目的は上位施策と強く結び付いているため，現状のままでよい。

ジェネリック医薬品の啓発については，広報紙への掲載やリーフレットの送付など，あらゆる
機会にさまざまな方法で実施していく。また，レセプト点検業務については，柔道整復施術療
養費の点検など，医療費の適正化に向けた新たな対策に取り組む。

ジェネリック医薬品を使用した場合の調剤差額表示を記載した通知の導入等，新たな対策への
取組に伴う経費の増加。

9010



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止・休止

事業完了

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止・休止

事業完了

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
評
価

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 9010 事務事業名称 医療費適正化特別対策事業 所属名 国保年金課

　重複・頻回受診者の保健師又は看護師による指導や健診結果による受診勧奨などを目的と
するデータベースシステムの稼働が予定されているため、有効活用するための取り組みを行
う（始める）必要がある。

　レセプト・健診結果・介護給付の情報をまとめて検索できるデータベース
システムの稼働が予定されているため，有効活用するための保健師の人件費
と活動費などが必要となる。

医療費の抑制になり，患者の負担軽減にもなるため，ジェネリック医薬品の普及啓発に力を入れてほしいとの要望がある。

　平成２３年秋に稼働した国保総合システムにより，継続してレセプト点検を行うとともにジェネリック医薬品の普及啓発を通じた医療費の抑制と適正化を図る。ま
た，国保資格の適正化に向け啓発を図って行く。
　平成２５年秋から稼働するＫＤＢ（レセプト・介護給付・健診結果等を統合検索するシステム）の有効活用のための準備を始める。

　ジェネリック医薬品の普及啓発のための差額通知実施に向けた準備，及びＫＤＢを有効活用するための準備について関係各課を
含めて検討行い，適正化のための積極的な取り組み行うこと。


